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組織再編成に関する行為計算否認規定 

 

 法人税法第 132 条の 2 等の組織再編成に関する行為計

算否認規定については、今までにこれを適用した事例はな

いとされています。しかしながら、近時、M&A やグループ内

組織再編成に対して、課税当局が、当該規定を適用する

事例が現れるのではないかといわれるようになってきまし

た。特に、最近では、本来は税制適格要件を満たす形で合

併等を行うことができるにも拘わらず、敢えて対象会社の

株主等に現金を交付することで、当該合併等を税制非適

格とし、税務上キャピタル・ロスを認識する行為や、同様に

現金を交付することで、その後に含み損のある資産を譲渡

した場合における特定資産に係る譲渡損失の計上制限

(適格合併等の場合にのみ適用がある)の適用を免れると

いった行為に対して、課税当局が、法人税法第 132 条の 2

を適用して税務上の損失計上を否認することを真剣に検

討しているのではないかといわれています。 

 

 そこで、今月のニューズレターでは、組織再編成に関す

る行為計算否認規定の導入の経緯や、法人税法第 132

条の 2 の適用要件に関する議論を紹介します。 

 

1. 制度導入の経緯 

 

 組織再編成に関する行為計算否認規定は、平成 13 年

度税制改正の際に、いわゆる組織再編税制の導入に伴っ

て創設された規定です。 

 

 即ち、平成 13 年度税制改正では、(当時の)商法におい

て会社分割制度が導入される(平成 12 年)など、柔軟な組

織再編成を可能とするための法制の整備が進められたこ

とに伴い、組織再編成に関する税制が抜本的に見直さ

れ、合併、会社分割、現物出資及び事後設立について、い

わゆる組織再編税制が導入されたところです。その際、当

該税制改正に関する政府税制調査会の答申においては、

｢諸外国での経験に照らしても、会社分割を含め企業組織

再編成の形態や方法は、複雑かつ多様なものになること

が予想され、租税回避の手段として濫用されるおそれがあ

ります。このため、繰越欠損金等を利用した租税回避行為

の防止規定に加え、企業組織再編成に係る包括的な租税

回避防止規定を設けることが必要です。｣(税制調査会｢平

成 13 年度の税制改正に関する答申｣)とされ、これを受け

て、法人税法 132 条の 2 をはじめとする組織再編成に関

する行為計算否認規定が新たに設けられるに至りました。 

 

2. 制度趣旨 

 

 法人税法第 132 条の 2 をはじめとする組織再編成に関

する行為計算否認規定は、｢近年の企業組織法制の大幅

な緩和に伴って組織再編成の形態や方法は相当に多様と

なっており、組織再編成を利用する複雑、かつ、巧妙な租

税回避行為が増加するおそれがあり｣、｢繰越欠損金や含

み損を利用した租税回避行為に対しては、個別に防止規

定が設けられていますが、これらの組織再編成を利用した

租税回避行為は、上記のようなものに止まらず、その行為

の形態や方法が相当に多様なものとなると考えられる｣こ

とから、｢これに適正な課税を行うことができるように｣、個

別的な租税回避防止規定とは別に、包括的な組織再編成

に係る租税回避防止規定として設けられたとされています

(『平成 13 年版 改正税法のすべて』)。 

 

 なお、立法担当者の文献や立法当時の文献によれば、

法人税法第 132 条の 2 は、同族会社の行為計算否認規

定である法人税法第 132 条第 1 項に｢類似する｣又は｢同

様の｣規定であるとされており、同法第 132 条の 2 の文言

は、否認の対象となるのが組織再編成に係る特定の法人

の行為又は計算とされているところを除けば、同法第 132

条第 1 項と同様の規定振りとなっています。
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3. 適用要件 

 

(1) 適用対象となる行為計算 

 

 法人税法第 132 条の 2 の適用対象となる行為計算は、

合併、分割、現物出資若しくは事後設立又は株式交換若

しくは株式移転(以下｢組織再編成｣といいます)に係る法人

税法第 132 条の 2 各号に定める法人の行為又は計算とさ

れています。 

 

(2) 適用対象となる法人 

 

 法人税法第 132 条の 2 の適用対象となる法人は、①組

織再編成をした法人、②組織再編成により交付された株

式を発行した法人及び③上記①の法人及び②の法人の

株主等である法人とされています。 

 

(3) ｢不当に｣という文言の意味 

 

 法人税法第 132 条の 2 の｢法人税の負担を不当に減少

させる｣という要件の中の｢不当に｣の意味について明示的

に議論した文献はほとんど存在せず、通説的な見解は未

だ形成されていないと考えられます。 

 

 しかしながら、前記２.記載のように、法人税法第 132 条

の 2 をはじめとする組織再編成に関する行為計算否認規

定は、同族会社の行為計算否認規定に｢類似する｣又は

｢同様の｣規定であるとされており、｢不当に｣という文言は、

これらの行為計算否認規定に共通のものであることから、

法人税法第 132 条の 2 における｢不当に｣という要件の具

体的内容を検討するに当たっては、同族会社の行為計算

の否認規定に関する議論がある程度参考になるものと考

えられます。この点、同族会社の行為計算の否認規定に

おける、｢不当に｣の意味としては、判例上、(ア)非同族会

社では通常なしえないような行為・計算、すなわち同族会

社なるが故に容易になし得る行為・計算がこれにあたると

解する傾向と、(イ)純経済人の行為として不合理・不自然

な行為・計算がこれにあたると解する傾向の二つの傾向が

あるとされているところですが、金子宏東京大学名誉教授

は、｢抽象的な基準としては｣、上記(イ)の考え方を妥当とさ

れ、｢ある行為又は計算が経済的合理性を欠いている場合

に否認が認められると解すべき｣とした上で、｢行為・計算

が経済的合理性を欠いている場合とは、それが異常ない

し変則的で租税回避以外に正当な理由ないし事業目的が

存在しないと認められる場合のみでなく、独立・対等で相

互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引とは異

なっている場合も含む｣とされています。 

 

 一方、法人税法第 132 条第 1 項をはじめとする行為計

算否認規定は、租税回避否認の法理を法定したものとす

るのが通説的な見解とされているところ、｢不当に減少｣と

は、当該行為がいわゆる講学上の租税回避行為であるこ

とを意味するものであるとし、租税回避行為の一般的定義

(私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの

見地からは合理的な理由がないのに、通常用いられない

法形式を選択することによって、結果的には意図した経済

的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる

法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担

を減少させあるいは排除する行為)を踏まえて、以下の①

～③の全ての要素が充足される場合にのみ、上記の｢不

当に減少｣の要件が満たされることになるとする見解があ

ります。 

① 納税者が採用した外形上の法形式が租税負担の軽

減という目的を捨象すると、合理的経済人として経済

的合理性を欠く行為であること 

② 通常の行為形式を用いた場合と納税者が選択した

法形式とを用いた場合とで経済的な成果、結果がほ

ぼ同一であること 

③ 当該行為計算の結果、租税負担が軽減される結果と

なったこと 

 

 この考え方は、法人税法第 132 条の 2 がどのような場合

に適用されることになるかを考えるに当たって、一つの有

力なメルクマールとなるのではないかと考えられ、事実、そ

のように主張する有力な学説も存在するところです。 

 

 もっとも、同族会社の行為計算否認規定に関しても、当

該規定をやや適用範囲の広い否認規定として位置づけ、

当該否認規定の適用対象は必ずしも講学上の租税回避

行為に限られないという判断を示している裁判例も存在す

るため(東京地判平成 9 年 4 月 25 日判時 1625 号 23 頁

〔いわゆる平和事件一審判決〕)、租税回避行為の定義か

ら｢不当に減少｣の要件の具体的な内容を導き出すという

上記の見解が、法人税法第 132 条の 2 の適用要件に関

する解釈として判例上定着することになるか否かは、今後

の事例の蓄積を待つほかないものと思われます。 
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(4) 税負担の減少 

 

 法人税法第 132 条の 2 の要件として、法人税の負担が

｢減少｣することが必要とされていますが、条文上、租税負

担が減少する場合の例として、 

・ 組織再編成により移転する資産及び負債の譲渡に

係る利益の額の減少又は損失の額の増加 

・ 法人税の額から控除する金額の増加 

・ 法人の株式の譲渡に係る利益の額の減少又は損失

の額の増加 

・ みなし配当金額の減少 

が例示されています。 

 

(5) 主観的な租税回避目的の要否 

 

 同族会社の行為計算否認規定については、主観的な租

税回避目的の存在は要件ではないとするのが通説的な見

解とされています。 

 

 そのため、前記のように同族会社の行為計算否認規定と

組織再編成に関する行為計算否認規定が｢類似する｣又

は｢同様の｣規定とされており、実際に｢法人税の負担を不

当に減少させる結果となる｣という同じ文言が用いられてい

ることからすれば、法人税法第 132 条の 2 についても、主

観的な租税回避目的の存在は要件ではないと考えられま

す。 

 

4. M&A やグループ組織再編成を行う際の留意点 

 

 学説や裁判例の大勢が、法人税法第 132 条第 1 項のよ

うな法律の明文の根拠がない限り租税回避行為の否認は

認められないとの考え方を採っていると解される現状にお

いては、通常の取引について、租税回避行為の否認の法

理に基づく更正処分が行われるリスクは相対的に小さいも

のと考えられます。これに対して、合併等の組織再編成行

為については、法人税法第 132 条の 2 が設けられている

ことから、同条を根拠として租税回避行為の否認を行うこ

とができますので、課税当局にとって否認権発動のための

ハードルは低いと考えられ、更正処分が行われるリスクは

相対的に高いものと思われます。特に、冒頭で言及したよ

うな、組織再編成行為のうち意図的に適格要件を充足しな

いようにさせる行為(いわゆる適格外し)を含むものについ

ては、法人税法第 132 条の 2 の適用対象となる旨が立法

担当官の解説を含む複数の文献等で示唆されているた

め、否認権行使を受ける可能性は相当程度高いものと思

われます。例えば、種類株式等の消却を、それが本来可

能な時期には行わず、意図的に組織再編成の際に当該種

類株式等の対価として現金等を交付することで、本来適格

要件を充足し得る組織再編成を税制非適格とするような行

為については、法人税法第 132 条の 2 による否認を受け

るリスクが相当程度あることに十分留意する必要があるで

しょう。そのため、タックスメリットを意図した組織再編成を

行うに当たっては、組織再編税制に関する専門的な知識

を有する弁護士・税理士に確認することが望ましいと言え

ます。 

 

以 上 


